
〔別紙１〕 

随意契約理由書 

神戸市 

 件     名 中央図書館昇降機保守点検業務 

 契 約 業 者 名 東芝エレベータ株式会社兵庫支店 

 随意契約の理由 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に該当 

 随意契約の相手方を選定した理由 

 

 本業務は、中央図書館に設置されている昇降機の保守点検及び緊急対応を行い、昇降機

を常に安全に使用できるように整備するものである。 

本業務で整備対象の機器は製造者により仕様が異なる。このため、機器の整備・調整基

準は製造者独自のものとなり、かつ、取替部品の必要が生じた場合は、機器内部の一部で

あるので製造者である上記事業者以外では手配できない。 

 

遠隔監視装置について 

システムにおいて、運行状況や異常状況の信号及びメンテナンス用信号は、遠隔監視装

置で電気信号に変換されるが、その電気信号は上記事業者独自のものであって、その送信

及び受信にはそれぞれ独自のソフトウェアを使用して、独自のプロトコルでデータの処理

及び送受信がおこなわれている。 

製造者である上記事業者以外では、これらのソフトウェアのノウハウがないのでデータ

の受信が不可能であり、それらがスムーズに行わなければ機器運転における安全性に支障

が出ることとなる。 

 

よって上記事業者と随意契約を締結するものとする。 

 

担当部署 

（問合せ先） 

文化スポーツ局中央図書館 総務課 総務ライン 

（電話番号371-3301） 

 


